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保存版 多言語翻訳▶
Multi Languages

外国籍親
子の

みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
•多言語生活相談
•通訳付き無料専門相談（法律・在留・教育相談）

場 所： 南区浦舟町3-46 浦舟複合福祉施設10階

横浜市多文化共生総合相談センター
•生活相談・電話通訳・通訳派遣・専門相談等が
できます。

場 所： 横浜市西区みなとみらい1-1-1　
 パシフィコ横浜 横浜国際協力センター５階
 （公益財団法人 横浜市国際交流協会）

多言語支援センターかながわ
•生活で必要な情報（医療、保健、福祉、子育て）
や相談するところを案内します。

場 所： 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
 かながわ県民センター13階
 （公益財団法人 かながわ国際交流財団）

南区役所 通訳ボランティア
•毎週金曜日 13:00～17:00（16：45受付終了）
英語と中国語の通訳ボランティアがいます。
•通訳ボランティアは区役所での手続きのお手伝い
をします。
場 所： 1階1番窓口 広報相談係

東京出入国在留管理局 横浜支局

場 所： 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7

５ヶ国語による外国人無料電話相談
ビザ・国籍など、行政書士に相談できます。

神奈川県行政書士会国際部

子どもの在留資格（VISA）

（よくある例）

子どものビザ 対象となる子ども 在留期間 子どもの仕事

仕事のビザを持つ
親に扶養されてい
る子ども
※資格外活動許可をもらえばアルバイトはできる（週28時間まで）

親のビザが
ある間だけ

大人になっても
働けない

日本に長く住む親
の子ども 更新が必要 自由に選べる

→高校卒業後、在留資格を変更することにより
　解消できる！

個別に相談

※特別な事情がある場合
定住者

制限なし 自由に選べる永住者

その他

子どものビザは、親のビザ の種類
や状況によって決まります。

• 16歳になったら、在留カードの携帯義務があります。
• 中学生になったら、自分の在留資格を確認し、学校の先生と
進路の相談をしましょう。

在留状況 が変わったら、
「地方出入国在留管理局」で在留資格の変更・
届出の手続きをしましょう。

英　語：

中国語：

ベトナム語：

インドネシア語：

タガログ語：

ネパール語：

タイ語：

ポルトガル語：

スペイン語：

韓国・朝鮮語：

Pregnancy, childbirth, child-rearing, and further 
education guide

孕期・分娩・育儿・升学指南

Hướng dẫn về thai kỳ, sinh nở, nuôi dạy con và giáo dục

Panduan Kehamilan, Melahirkan, Mengasuh Anak, dan Pendidikan

Gabay sa Pagbubuntis, Panganganak, Pag-aalaga ng 
Bata, at Pagpasok sa Paaralan

गर्भावस्था, प्रसव, बाल-पालन, र थप शिक्षा गाइड

คู่มือเก่ียวกับการต้ังครรภ์ การคลอดบุตร การเล้ียงดูบุตร และการศึกษาต่อ

Guia sobre gravidez, parto, criação de filhos e educação

Guía de embarazo, parto, crianza y educación escolar

임신·출산·육아·진학 가이드

ざいりゅう  し  かくこ

※常時、窓口では通訳タブレットでも対応しています。
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公益財団法人
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